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広報あぐい　２００９年４月１日号

Information

お知らせ  
InformationInformation

6場所：阿久比町保健センター２Ｆ｢機能訓練室｣ 
6内容：認知症の介護をしている方同士で、日ごろの悩みなど 
　　　　を話し合います。勉強会、施設見学なども行います。 

※　日時は変更されることもありますので、 
　電話で確認してください。 
 

6日時：毎月第３水曜日　 
　　　　午後１時３０分～午後３時３０分 

阿久比町認知症介護家族交流会 

 

《　問い合わせ先　》 
阿久比町地域包括支援センター 
fl（４８）１１１１（内３１８・３１９） 

平成２１年 

４月１５日 

７月１５日 

１０月２１日 

１月２０日 

５月２０日 

８月１９日 

１１月１８日 

２月１７日 

６月１７日 

９月１６日 

１２月１６日 

３月１７日 平成２２年 

～～～～～～～～～～ 

�
　

広
報
あ
ぐ
い
に
子
ど
も
の
写
真
を
掲
載

し
ま
せ
ん
か
。

□
必
要
な
物

　

写
真
（
三
歳
以
下
の
子
ど
も
）、
保
護
者

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
子
ど
も
の
名
前

（
ふ
り
が
な
）・
誕
生
日
・
性
別
・
保
護

者
の
名
前
を
書
い
た
も
の
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
財
政
課
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家
庭
の
経
済
的
な
理
由
で
、
就
学
が
困

難
な
小
、
中
学
校
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

の
方
に
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど

を
支
給
し
ま
す
。

□
就
学
援
助
の
対
象
者
（
阿
久
比
町
在
住

の
方
）

〈
準
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ

た
方

・　

町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

た
方

・　

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産
税
が

減
免
さ
れ
た
方

・　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
た
方

・　

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

・　

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け
を
受
け

た
方

・　

そ
の
ほ
か
経
済
的
理
由
で
困
っ
て
い

る
方
で
、
教
育
委
員
会
が
援
助
を
必
要
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と
認
め
た
方

〈
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
世
帯

□
就
学
援
助
の
内
容

□
申
請
方
法

　

準
要
保
護
の
方
は
、
児
童
・
生
徒
の
在

学
す
る
学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

添
付
書
類
と
し
て
所
得
証
明
書
な
ど

　

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

要
保
護
の
方
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
世
帯
の
方
は
住
民
福
祉
課
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課　
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支　給　内　容対　象　者項　　目

学用品費・通学用品費
校外活動費（宿泊を伴わない）準要保護学用品費

小・中学校に入学する者が通常必要とする
学用品費および通学用品費

準要保護　小学１年生
　　　　　中学１年生

新入学児童・
生徒学用品費

児童・生徒が修学旅行に参加するため直接
必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真
代、医薬品、旅行傷害保険料の費用

準要・要保護　小学６年生
　　　　　　　中学３年生修学旅行費

学校が保護者から徴収する給食費の全額準要保護学校給食費

学校保健法施行令第７条に定める疾病にお
ける自己負担額準要保護医療費

校外活動費（宿泊を伴うもの）・キャンプな
どに参加するため直接必要な費用

準要保護　小学５年生
　　　　　中学１・２年生校外活動費


